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（職員の旅費に関する条例の一部改正）

第 条 職員の旅費に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

第�条中第�号を第�号とし、第�号を第�号とし、第�号を第�号とし、

同条第�号中「扶養親族」を「家族」に、「主として職員の収入によって生計

を維持している」を「職員と生計を一にする」に改め、同号を同条第�号と

し、同条中第�号を第�号とし、同条第�号中「旧在勤庁から新在勤庁」を

「旧在勤庁又は旧居所から新在勤庁又は新居所」に改め、同号を同条第�号と

し、同条中第�号を第�号とし、第�号の次に次の�号を加える。

� 外国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の

存する領域をいう。以下この号において同じ。）と外国（本邦以外の領域

（公海を含む。）をいう。以下この号において同じ。）との間における旅

行及び外国における旅行をいう。

第�条第�項中「扶養親族」を「家族」に改める。

第�条を次のように改める。

（旅費の種目）

第�条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とす

る。

第�条から第��条までを次のように改める。

第�条から第��条まで 削除

第��条から第��条までを次のように改める。

（鉄道賃）

第��条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和��年法律第��号）第�条第�項に
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規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正��年法律第��号）第�

条第�項に規定する軌道をいう。次項において同じ。）を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第�号から第�号までに掲げる

費用は、第�号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため

特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

� 運賃

� 急行料金

� 寝台料金

� 座席指定料金

� 特別車両料金

� 前各号に掲げる費用に付随する費用

� 前項第�号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道によ

り移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

（船賃）

第��条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和��年法律第���号）第�条第�項に

規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項において同じ。）を利

用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第�号から第�

号までに掲げる費用は、第�号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

� 運賃

� 急行料金

� 寝台料金

� 座席指定料金

� 特別船室料金

� 前各号に掲げる費用に付随する費用

� 前項第�号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶によ

り移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、同一階級の運賃を

更に�以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級
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内の最上級の運賃による。

（航空賃）

第��条 航空賃は、航空機（航空法（昭和��年法律第���号）第�条第��項に

規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項において同じ。）を

利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第�号及び第

�号に掲げる費用は、第�号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

� 運賃

� 座席指定料金

� 前�号に掲げる費用に付随する費用

� 前項第�号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機に

より移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

（その他の交通費）

第��条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第�号から第�号までに掲げる費

用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

� 道路運送法（昭和��年法律第���号）第�条第�号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客

の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する

運賃

� 道路運送法第�条第�号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に

供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を

除く。）を利用する移動に要する運賃

� 前�号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第��条第�項の許

可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直

接要する費用

� 前�号に掲げる費用に付随する費用

� 前項第�号に掲げる移動に直接要する費用のうち、自家用自動車（任命権
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者の定めるところにより承認を受けたものに限る。）を使用して旅行する場

合の当該旅行に要する費用（以下この項において「車賃」という。）は、路

程に応じ�キロメートル当たりの定額により支給するものとし、車賃の額

は、知事が別に定める額とする。

第��条を次のように改める。

（宿泊費）

第��条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を

勘案して知事が別に定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）と

する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として知事が別に定め

る場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

第��条の次に次の�条を加える。

（包括宿泊費）

第��条の� 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用とし、その額は、当該移動に係る第��条から第��条までに規定する費

用（第��条第�号及び第��条第�項において「交通費」という。）の額及び

当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

第��条から第��条までを次のように改める。

（宿泊手当）

第��条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を勘案して知事が別に定める�夜当たり

の定額とする。

（転居費）

第��条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第��条各号のいずれかに規

定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、知事が別

に定める額とする。

（着後滞在費）

第��条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額

は、�夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合
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計額に相当する額とする。

（家族移転費）

第��条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。

� 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以

下この条において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族�

人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び旅行雑費の合計額に相当する額

� 家族が職員の新居住地に移転しない場合であって、かつ、職員宿舎等の

退去を命ぜられ移転する場合には、家族の職員宿舎等から新居住地までの

移転について、前号の規定に準じて算定した額

� 前�号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら 年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に

赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する

場合には、第 号の規定に準じて算定した額

第��条第�項中「第�条第�号」を「第�条第�号」に改め、同条第�項中

「第��条第�項第�号」を「第��条第�号」に、「鉄道賃、船賃、車賃及び食

卓料」を「交通費及び宿泊手当」に改める。

第 条を次のように改める。

（旅費の支給額の上限）

第��条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれら

に相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第��条第�項各号、第��

条第�項各号、第��条第�項各号及び第��条第�項各号に掲げる各費用につ

いて、当該各条及び第�条の規定により計算した額と現に支払った額を比較

し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

� 宿泊費、包括宿泊費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及

び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給額は、

当該各種目について第��条、第 �条の�、第��条及び第 �条並びに第�条の
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規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれ

か少ない額を合計した額とする。

別表を削る。

（特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正）

第�条 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一

部を次のように改正する。

第 条第 項を次のように改める。

前項の場合において、宿泊費基準額は、国家公務員等の旅費支給規程（昭

和��年大蔵省令第��号）別表第�の�の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、

同表の指定職職員等の欄に掲げる額とする。

附則第�項を次のように改める。

� 知事等に対し支給する鉄道賃、船賃及び航空賃の額については、当分の

間、職員の旅費に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第��条第�項、

第��条第�項及び第��条第�項中「最下級の運賃の額」とあるのは、「最上

級の運賃の額」として、これらの規定を適用する。

第�号表を削る。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第�条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部

を次のように改正する。

第�条中第��号を第��号とし、第��号を第��号とし、第��号を第��号とし、

第��号の次に次の�号を加える。

� 船員作業手当

第��条第�項第�号中「、漁業取締船又は保健船」を「又は漁業取締船」に

改める。

第 条の�の次に次の�条を加える。

（船員作業手当）

第��条の� 船員作業手当は、水産練習船、試験船又は漁業取締船に乗り組む

職員が、航海中の船舶において行う業務又は作業（以下この条において「業
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務等」という。）で人事委員会規則で定めるもの又は人事委員会がこれに相

当すると認める業務等に従事したときに支給する。

� 前項の手当の額は、�日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当

該各号に定める額とする。

� 水産練習船神海丸に乗り組む職員

ア 船長、機関長及び通信長 ���円

イ 一等航海士及び一等機関士 �����円

ウ 二等航海士、二等機関士及び各長 �����円

エ アからウまでに掲げる職員以外の職員 �����円

� 水産練習船神海丸以外の船舶に乗り組む職員

ア 定係港外において�時間未満の業務等に従事した職員 ���円

イ 定係港外において�時間以上の業務等に従事した職員 �����円

第��条第�項中「及び第�項」を「から第�項まで」に改め、同条中第�項

を第�項とし、第�項を第�項とし、第�項の次に次の�項を加える。

� 防疫作業等従事手当については、職員が同一日において、第��条第�項第

�号及び第�号に掲げる作業に従事したときは、同条第�項第�号に定める

額を支給する。

（県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正）

第�条 県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する

条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第 条に次の 号を加える。

船員作業手当

第 条の次に次の�条を加える。

（船員作業手当）

第 条の 船員作業手当は、水産に関する学科を置く県立学校の教頭、教

諭、助教諭、講師、実習主任又は実習助手が水産練習船神海丸その他教育委

員会規則で定める水産練習船に乗り組み、航海中の船舶において行う業務又
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は作業（以下この条において「業務等」という。）で教育委員会規則で定め

るもの又は教育委員会がこれに相当すると認める業務等に従事したときに支

給する。

� 前項の手当の額は、�日につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当

該各号に定める額とする。

� 水産練習船神海丸に乗り組む場合 ���円

� 水産練習船神海丸以外の練習船に乗り組む場合

ア 定係港外において�時間未満の業務等に従事したとき。 ���円

イ 定係港外において�時間以上の業務等に従事したとき。 �����円

（地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第�条 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第 条に次の�号を加える。

� 船員作業手当

第��条を第��条とし、第��条から第��条までを�条ずつ繰り下げ、第��条の

次に次の�条を加える。

（船員作業手当）

第��条 船員作業手当は、人事委員会規則で定める職員が、航海中の船舶にお

いて行う業務又は作業（以下この条において「業務等」という。）で人事委

員会規則で定めるもの又は人事委員会がこれに相当すると認める業務等に従

事したときに支給する。

� 前項の手当の額は、�日につき、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号

に定める額とする。

� 定係港外において�時間未満の業務等に従事したとき。 ���円

� 定係港外において�時間以上の業務等に従事したとき。 �����円

附 則

（施行期日）

� この条例は、令和�年�月�日から施行する。

14



（経過措置）

� この条例による改正後の職員の旅費に関する条例及び特別職の職員の給与等

に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、

同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和�年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第�条のうち職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）第��条の

第�項及び第��条の�第�項の改正規定中「���分の�����」を「���分の�����」

に、「 分の ���」を「���分の�����」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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住民基本台帳法施行条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

別表第�中��の項を削り、��の項を��の項とし、��の項から��の項までを�項

ずつ繰り上げ、��の項及び��の項を削り、��の項を��の項とし、��の項を��の項

とする。

別表第�中�の項を削り、�の項を�の項とし、�の項を�の項とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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島根県立はつらつ体育館条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のよう

に改正する。

別表の�の表の備考に次のように加える。

� 体育室の冷暖房装置を使用する場合の冷暖房料の額は、�時間につき���

円とする。ただし、体育室の�分の�を使用する場合の冷暖房料の額は、

�時間につき���円とする。

別表の�の表に備考として次のように加える。

備考 体育室の冷暖房装置を使用する場合の冷暖房料の額は、�人�時間につ

き、���円とする。

附 則

この条例は、令和�年�月�日から施行する。
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（島根県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正）

第�条 島根県心身障害者扶養共済制度条例（昭和��年島根県条例第��号）の一

部を次のように改正する。

第 条第 項第 号中「事実上婚姻」の次に「関係」を、「にある者」の次

に「（性別を問わない。）」を加える。

（島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第 条 島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

年島根県条例第 号）の一部を次のように改正する。

第 条第 項第�号ア中「親族」の次に「（婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者（性別を問わない。）及び当該事情にある者

の親族を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第�条 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成��

年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第 条中「第��条の��各号」を「第��条の��第�項各号」に改める。

第 条第 項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和��年法律第���号）第��条又は第��条に規定する健康診査をい

う。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）

が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を

「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。

第��条中「乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）」を「乳幼児」に改め

る。

（島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第�条 島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のよう

に改正する。

第 条第 項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和��年法律第���号）第��条又は第��条に規定する健康診査をい

う。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）

乳児又は幼児（以下「乳幼児」と

いう。）に対する健康診査

入所した乳幼児に対する入所時の

健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断
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が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を

「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。

附則第�条中「及び第�項第�号」を削り、「同条第�項第�号ア」を「同

号ア」に、「「通じて」を「、「通じて」に改め、「、同条第�項第�号中

「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに�以上」とあるのは「聴能訓練

担当職員（聴能訓練を担当する職員をいう。）及び言語機能訓練担当職員（言

語機能の訓練を担当する職員をいう。） それぞれ�以上」と」を削る。

（島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第�条 島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のよう

に改正する。

第�条第�項第�号中「幼児（」の次に「第��条第�項の表及び」を加え

る。

第��条第�項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和��年法律第���号）第��条又は第��条に規定する健康診査をい

う。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）

が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を

「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。

第��条第�項中「第��条の��各号」を「第��条の��第�項各号」に改める。

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開始

時の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断

乳幼児に対する健康診査 入所した障害児に対する入所時の

健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断
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（島根県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第�条 島根県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和�

年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第��条中「第��条の��各号」を「第��条の��第�項各号」に改める。

（島根県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正）

第�条 島根県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正

する。

第��条中「児童福祉法（昭和��年法律第���号）第��条の��各号」を「法第

��条の�第�項各号」に改め、「当該」を削る。

第��条第�項の表備考第�号中「児童福祉法第��条の��第�項の登録」を

「児童福祉法（昭和��年法律第���号）第��条の��第�項に規定する保育士登

録」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（使用料及び手数料の額の改定等に関する条例の一部改正）

第�条 使用料及び手数料の額の改定等に関する条例（令和�年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第��条のうち島根県建築基準法施行条例（昭和��年島根県条例第��号）別表

第�の�の項第�号の改正規定中「同表の�の項第�号」の次に「イ中

「������円」を「������円」に改め、同号ウ中「������円」を「������円」に

改め、同号」を、「������円」に改め」の次に「、同号ク中「�������円」を

「�������円」に改め」を加える。

（島根県建築基準法施行条例の一部改正）

第�条 島根県建築基準法施行条例の一部を次のように改正する。

別表第�の��の項中「第���条の��第�項」を「第���条の��第��項」に改

め、同表の��の項中「第���条の��第�項」を「第���条の��第��項」に改め

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正）

第�条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和��年島根県条例

第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「���分の�」を「���分の��」に改め、同項に次のただし書

を加える。

ただし、指導改善研修被認定者（教育公務員特例法（昭和��年法律第�

号）第��条第�項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から

同条第�項の認定の日までの間にあるものをいう。第�条において同じ。）

には教職調整額を支給しない。

第�条第�項中「受ける者」の次に「及び指導改善研修被認定者」を加え、

同条に次の�項を加える。

� 指導改善研修被認定者で、正規の勤務時間を超える勤務等を行うこと又は

正規の勤務時間として午後��時から翌日の午前�時までの間に勤務すること

を命ぜられたものには、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当を

支給するものとし、その支給については、職員の給与に関する条例の適用を

受ける職員の例による。

第�条の見出しを「（業務量管理・健康確保措置）」に改める。

附則に次の�項を加える。

� 令和�年�月�日から令和��年��月��日までの間における第�条第�項の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中

「���分の��」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和�年�月�日から同年��月��日まで ���分の�

令和�年�月�日から同年��月��日まで ���分の�
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（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）

の一部を次のように改正する。

第��条の�第�項中「�����円」を「�����円」に改め、「応じて、」の次に

「人事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮し

て」を加える。

別表第�の備考中「、この表に定める額に�����円」を「この表に定める額

に������円を、�級であるものの給料月額はこの表に定める額に�����円」に

改める。

（市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正）

第�条 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第��条の�第�項中「�����円」を「�����円」に改め、「応じて、」の次に

「教育委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮し

て」を加える。

別表第�の備考中「、この表に定める額に�����円」を「この表に定める額

に������円を、�級であるものの給料月額はこの表に定める額に�����円」に

改める。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のよ

うに改正する。

第�条第�項中「（備考を除く。）」を削る。

（県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正）

令和��年�月�日から同年��月��日まで ���分の�

令和��年�月�日から同年��月��日まで ���分の�

令和��年�月�日から同年��月��日まで ���分の�
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第�条 県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する

条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号を次のように改める。

� 削除

第�条第�項第�号中「�����円」を「�����円」に改める。

第��条を次のように改める。

第��条 削除

第��条第�項を削り、同条第�項を同条とする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、令和�年�月�日から施行する。ただし、第�条中第�条の改

正規定は、令和�年�月�日から施行する。

（県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正に伴う経過措置）

� 第�条の規定による改正後の県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員

の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した業

務に対する特殊勤務手当の支給について適用し、同日前に従事した業務に対す

る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
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県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和�年島根

県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第 条のうち県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第

号）第��条第�項の改正規定中「���分の ���」を「���分の�����」に改める。

第�条のうち県立学校の教育職員の給与に関する条例第��条第�項の改正規定

中「���分の�����」を「���分の�����」に改める。

附則第�項中「前�項」を「附則第�項及び第�項」に改め、同項を附則第�

項とし、附則第�項の次に次の�項を加える。

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する

条例の一部改正）

� 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する

条例（令和�年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

附則第��項に次のただし書を加える。

ただし、その者が島根県立高等学校等条例（昭和��年島根県条例第��号）

別表第�に規定する高等学校又は特別支援学校を勤務公署とする者で、常時

勤務を要する職を占めるもの（次項において「県立学校の常時勤務を要する

職を占める者」という。）である場合にあっては、定年前再任用短時間勤務

教育職員以外の教育職員とみなして、新県立学校給与条例第��条第�項の規

定を適用する。

附則第��項中「をいう」を「をいい、県立学校の常時勤務を要する職を占め

る者を除く」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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